
 
 

  
 
 

退職給付金のご請求について（加入者死亡による退職） 

①

①

②

加入者が死亡した場合において、退職給付金及び弔慰金を受ける

遺族の範囲と順位は以下のとおりです。 

(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟・姉妹 

※ 同順位の遺族が 2人以上あるときは、同順位者の同意を得た 

代表者 1人に支払います。（「受取人代表届」別途必要） 

①

災害見舞・職員援護（特別援護）にご加入の場合は、配偶者の方

のみご継続が可能です。ご継続可能な方には、後日担当地方本部か

ら継続に関するご確認をさせていただきますので、ご記入不要です。 
 

②

③

災害見舞・職員援護（特別援護）にご加入の場合は、配偶者の方

のみご継続が可能です。ご継続可能な方には、後日担当地方本部か

ら継続に関するご確認をさせていただきますので、ご記入不要です。 

 

②

退職給付金及び弔慰金は全額一時金にてお支払します。 ③

所属長に退職の証明を受けてください。 ④

※ ご不明の点がありましたら、（財）郵政福祉地方本部まで 

お問い合わせください。 

加入者の死亡及び遺族の順位と受給者たることを証する資料

（戸籍謄本）を添付してください。 

④






